
大和郡山 防災ニュース ３．１０月

このニュースは、市内で防災に関わる住民の皆さんに、様々な取組や
防災情報を提供します。

いざ災害時、市指定避難所に
ペットは一緒に避難できるんですか？

最近は、小型室内犬や猫その他小動物などペットを家族同様に飼わ
れている家庭が多く見られます。このような時代背景の中、いざ災害
時にペットは避難所に同行させてもいいですか？というご質問をいた
だくことが多くなっています。

基本的にペットを学校の体育館や公民館のホールなど避難所の屋内
エリアに同行することはできません。(盲導犬、聴導犬等補助犬を除く）

その理由として、動物の苦手な方やアレルギーを持っている方がお
られること、鳴き声や臭い、ノミの発生の問題、小さな子供へ危害を
加える心配など様々な迷惑が他の避難者へかかることが考えられるか
らです。

ペットは同行避難が原則、でも避難所の屋内へは入れません！

しかし、災害時ペットを自宅に置いておくと、ペットが負傷したり、
衰弱、死亡する恐れがあったり、逃げ出して、住民の安全や公衆衛生
環境の悪化や繁殖による個体数の増加なども懸念されます。このため、
災害時飼い主はペットを避難所に同行していただき、避難所の室内で
はなく、敷地内にペット係留所を指定して、飼い主はそこにペットを
鎖で係留したり、持ち込んだゲージ内で管理することとなっており、
係留所の掃除等については飼い主で共同して行います。

係留所の位置については、例えば学校であれば、屋根のついた渡り
廊下など屋外でも雨がしのげる場所が望ましいとされていますが、あ
くまでも避難者の生活が優先になりますので、その動線を考えると必
ずしも全ての市指定避難所において良好な係留所が確保できるとは限
らず、屋根のない運動場の一角などにせざるを得ない場合の方が多い
と考えられます。飼い主は、普段からペットにゲージやキャリーバッ
ク内での生活に慣れさせておくこと、決められた場所での排泄ができ
ること、雨よけのシートを用意しておくことなどが求められます。

また、備蓄品についても避難者の生活が優先です
ので、ペットフードについても飼い主が日頃から相
当な期間分を確保しておくことが必要です。

なお、災害時にペットと離れ離れになったときの
ために首輪等に名札を付けておくと飼い主の元に戻
れる確率が高くなるといいます。動物の飼い主はい
ざ災害時のために普段から準備をしていただくこと
が必要であることをご認識いただきたいと思いま
す。



市指定避難所敷地内（運動場）に車を止めて避難することはできません！

過去の災害において、避難者の中には避難所室内にペットを入れら
れない等の理由で、自家用車で避難所敷地（運動場など）に入場して、
そのまま避難生活する方もおられたようですが、車内でエアコンを付
けて寒暖をしのいだり、テレビやビデオを見るためにエンジンをかけ
ることで排気ガスが周辺に滞留し、体育館など避難所室内の環境悪化
を招いたり、学校教育再開の阻害要因になりますので、車は避難所敷
地内に入場できません。要支援者等の避難のため入場した車も安全に
運転できる状況になったとき、速やかにご自宅等に置きに戻っていた
だくようお願いします。

「みんなで作ろう！防災食」シリーズ（１）

※今月号から、２～３ヶ月に１回、いろんな防災食を紹介してまいります。

第１回目は、手作りおやつで日常の雰囲気を！

バナナケーキ

※「みんなで作ろう！防災食」の掲載は、奈良佐保短期大学のご協力
いただいています。

自治会などの防災出前講座依頼も受付中！
少人数でも訪問します。市民安全課までご相談ください

このニュースは､市民安全課､市内の各支所､矢田コミュニティ会館､
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